
 

 

件    名 愛媛県自然海浜保全条例の一部を改正する条例 

主  管  課 自然保護課 

根拠法令等  都市緑地保全法等の一部を改正する法律（平成16年６月18日公布） 

【改正の概要】 

  都市緑地保全法の一部改正に伴う規定整備 
 

○ 第２条第２項第７号の改正（自然海浜保全地区に含まれない区域） 

  都市緑地保全法（昭和 48 年法律第 72 号）に規定する緑地保全地区の区域 
 

 
  都市緑地法 

 

                緑地保全地域及び特別緑地保全地区 
 

 

 

施 行 日 法施行日 

【その他参考事項】 

 

 ○ 都市緑地保全法の一部改正について 

 
  １ 題名の改正 
   「都市緑地保全法」→「都市緑地法」 
  ２ 緑地の保全及び緑化の推進のための基本計画の拡充 
  ３ 緑地保全地域の指定等 
   （現行）緑地保全地区…地区内では、工作物の新築・宅地の造成・木竹の伐採・水

面の埋立て等の行為は知事の許可制 
   （改正）緑地保全地域…地区内では、工作物の新築・宅地の造成・木竹の伐採・水

面の埋立て等の行為は知事への届出制 
       特別緑地保全地区…地区内では、工作物の新築・宅地の造成・木竹の伐採・

水面の埋立て等の行為は知事の許可制 
※ 緑地保全地区＝特別緑地保全地区 

     法施行の際現に定められている緑地保全地区は、特別緑地保全地区とみなす。 
  ４ 地区計画等の活用 
  ５ 緑化地域等における緑化率規制の導入 
 
 

○ 本県における自然海浜保全地区 

 
２３地区（４市７町２村）を指定 

 
 
 
 
 
 

  


